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法務省民商第１３２号

平 成 ２ ８ 年 ９ 月 １ 日

法務局民事行政部長 殿

地 方 法 務 局 長 殿

法務省民事局商事課長

（ 公 印 省 略 ）

医療法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う法人登記事務の取扱い

について（通知）

医療法の一部を改正する法律（平成２７年法律第７４号。以下「改正法」と

いう。）が平成２７年９月２８日に，医療法の一部を改正する法律の一部の施

行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成２８年政令第８２号。

以下「整備政令」という。）及び医療法施行規則の一部を改正する省令（平成

２８年厚生労働省令第４０号。以下「改正省令」という。）が本年３月２５日

にそれぞれ公布され，改正法附則第１条第２号に掲げる規定及び整備政令並び

に改正省令が，いずれも本年９月１日（以下「施行日」という。）から施行さ

れることとなったので，これに伴う法人登記事務の取扱いについては，下記の

点に留意し，事務処理に遺憾のないよう，貴管下登記官に周知方取り計らい願

います。

なお，本通知中，「法」とあるのは改正法による改正後の医療法（昭和２３

年法律第２０５号）を，「組登令」とあるのは整備政令による改正後の組合等

登記令（昭和３９年政令第２９号）を，「施行規則」とあるのは改正省令によ

る改正後の医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）を，「商登法」と

あるのは商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）を，「一般法人法」とある

のは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）

をいい，法，組登令及び施行規則について引用する条文は，特に「旧」の文字

を冠する場合を除き，いずれも改正後のものです。
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記

第１ 医療法人の機関に関する改正

１ 医療法人に設置すべき機関

(1) 社団たる医療法人

社団たる医療法人は，社員総会，理事，理事会及び監事を置かなけれ

ばならないとされた（法第４６条の２第１項）。

(2) 財団たる医療法人

財団たる医療法人は，評議員，評議員会，理事，理事会及び監事を置

かなければならないとされた（法第４６条の２第２項）。

(3) 定款又は寄附行為

(1)及び(2)のとおり，医療法人には理事会を置かなければならないと

されたことに伴い，医療法人の定款又は寄附行為をもって，理事会に関

する事項を定めなければならないとされた（法第４４条第２項第７号）。

２ 社団たる医療法人の社員総会

(1) 社員総会の権限

社員総会は，法に規定する事項及び定款で定めた事項について決議を

することができるとされた（法第４６条の３第１項）。

また，法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について，社

員総会以外の機関が決定することができる旨の定款の定めは，効力を有

しないとされた（同条第２項）。

(2) 議決権

社員は，各１個の議決権を有すること（法第４６条の３の３第１項）

については，従前と同様である。

(3) 定足数及び決議要件

ア 定足数

社員総会は，定款に別段の定めがある場合を除き，総社員の過半数

の出席がなければ，その議事を開き，決議をすることができないこと

（法第４６条の３の３第２項）については，従前と同様である。

イ 決議要件

社員総会の議事は，法又は定款に別段の定めがある場合を除き，出

席者の議決権の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するとこ

ろによること（法第４６条の３の３第３項）及びこの場合には，議長
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は，社員として議決に加わることができないこと（同条第４項）につ

いては，従前と同様である。

(4) 議事録

社員総会の議事については，社員総会が開催された日時及び場所，議

事の経過の要領及びその結果等を内容とする議事録を作成しなければな

らないとされた（法第４６条の３の６において読み替えて準用する一般

法人法第５７条，施行規則第３１条の３の２）。

なお，議事録には，出席した理事等の署名又は記名押印を要しない。

３ 財団たる医療法人の評議員及び評議員会

(1) 評議員

評議員は，医療従事者等のうちから，寄附行為の定めるところにより

選任すること（法第４６条の４第１項）については，従前と同様である。

また，評議員は，当該財団たる医療法人の役員又は職員を兼ねてはな

らないとされた（同条第３項）。

(2) 評議員会

ア 評議員会の権限

評議員会は，理事の定数を超える数の評議員（法第４６条の５第１

項ただし書の認可を受けた医療法人にあっては，３人以上の評議員）

をもって組織すること（法第４６条の４の２第１項）については，従

前と同様である。

なお，評議員会は，法に規定する事項及び寄附行為で定めた事項に

限り，決議をすることができるとされた（同条第２項）。

また，法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について，

評議員会以外の機関が決定することができる旨の寄附行為の定めは，

効力を有しないとされた（同条第３項）。

イ 定足数及び決議要件

(ｱ) 定足数

評議員会は，総評議員の過半数の出席がなければ，その議事を開

き，決議をすることができないこと（法第４６条の４の４第１項）

については，従前と同様である。

(ｲ) 決議要件

評議員会の議事は，法に別段の定めがある場合を除き，出席者の
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議決権の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よること（法第４６条の４の４第２項）及びこの場合には，議長は，

評議員として議決に加わることができないこと（同条第３項）につ

いては，従前と同様である。

ウ 議事録

評議員会の議事については，評議員会が開催された日時及び場所，

議事の経過の要領及びその結果等を内容とする議事録を作成しなけれ

ばならないとされた（法第４６条の４の７において読み替えて準用す

る一般法人法第１９３条，施行規則第３１条の４）。

なお，議事録には，出席した評議員等の署名又は記名押印を要しな

い。

４ 役員

(1) 役員の員数等

医療法人の役員（理事及び監事をいう。以下同じ。）の員数（理事３

人以上及び監事１人以上。ただし，理事については，都道府県知事の認

可を受けた場合は，１人又は２人の理事を置けば足りる。）（法第４６

条の５第１項）及び役員の任期（２年を超えることはできない。ただし，

再任を妨げない。）（同条第９項）については，従前と同様である。

(2) 役員の選任

ア 社団たる医療法人

社団たる医療法人の役員は，社員総会の決議によって選任するとさ

れた（法第４６条の５第２項）。

イ 財団たる医療法人

財団たる医療法人の役員は，評議員会の決議によって選任するとさ

れた（法第４６条の５第３項）。

(3) 役員の解任

ア 社団たる医療法人

社団たる医療法人の役員は，いつでも，社員総会の決議（監事を解

任する場合には，出席者の３分の２又はこれを上回る割合を定款で定

めた場合にあっては，その割合以上の賛成による決議）によって解任

することができるとされた（法第４６条の５の２第１項及び第３項）。

イ 財団たる医療法人
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財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは，評議員

会の決議（監事を解任する場合には，出席者の３分の２又はこれを上

回る割合を寄附行為で定めた場合にあっては，その割合以上の賛成に

よる決議）によって，その役員を解任することができるとされた（法

第４６条の５の２第４項及び第５項）。

(ｱ) 職務上の義務に違反し，又は職務を怠ったとき

(ｲ) 心身の故障のため，職務の執行に支障があり，又はこれに堪えな

いとき

(4) 役員の権利義務を承継する者

法又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には，

任期の満了又は辞任により退任した役員は，新たに選任された役員（一

時役員の職務を行うべき者を含む。）が就任するまで，なお役員として

の権利義務を有するとされ（法第４６条の５の３第１項），これに伴い，

理事が欠けた場合における仮理事の選任の制度（旧法第４６条の４第５

項）は，廃止された。

なお，法第４６条の５の３第１項に規定する場合において，医療法人

の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは，都道府

県知事は，利害関係人の請求により又は職権で，一時役員の職務を行う

べき者を選任しなければならないとされた（同条第２項）。

５ 理事長

(1) 理事長の選出及び解職

医療法人の理事長は，理事会で選出及び解職するとされた（法第４６

条の７第２項第３号）。

(2) 理事長の資格等

理事長は医師又は歯科医師である理事のうちから選出すること（法第

４６条の６第１項），ただし，都道府県知事の認可を受けた場合は，医

師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができること（同項

ただし書）及び法第４６条の５第１項ただし書の認可を受けて１人の理

事を置く医療法人にあっては，当該理事を理事長とみなすこと（法第４

６条の６第２項）については，従前と同様である。

(3) 理事長の代表権

理事長は，医療法人を代表し，医療法人の業務に関する一切の裁判上
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又は裁判外の行為をする権限を有するとされ，理事長の権限に加えた制

限は，善意の第三者に対抗することができないとされた（法第４６条の

６の２第１項及び第２項）。

また，理事長が欠けた場合について，理事の権利義務承継に関する規

定（法第４６条の５の３第１項及び第２項。前記４(4)参照）を準用す

るとされた（法第４６条の６の２第３項）。

なお，理事長について権利義務承継に関する規定が設けられたことか

ら，医療法人については，平成１９年１月１１日付け法務省民商第３１

号当職通知における取扱いの適用はない。

(4) 理事長の代表権に関する経過措置

施行日において現に存する医療法人の理事長の代表権については，施

行日以後に選出された理事長が就任するまでの間は，なお従前の例によ

るとされた（改正法附則第４条）。

６ 理事会

(1) 理事会の権限

理事会は，全ての理事で組織し，次の職務を行うとされた（法第４６

条の７第１項及び第２項）。

ア 医療法人の業務執行の決定

イ 理事の職務の執行の監督

ウ 理事長の選出及び解職

また，理事会は，重要な業務執行の決定を理事に委任することができ

ないとされた（同条第３項）。

(2) 理事会の招集，決議等

ア 招集権者

理事会は，各理事が招集するとされた。ただし，理事会を招集する

理事を定款若しくは寄附行為又は理事会で定めたときは，当該理事が

招集するとされた（法第４６条の７の２第１項において読み替えて準

用する一般法人法第９３条第１項）。

イ 招集手続

理事会を招集する者は，理事会の日の１週間（これを下回る期間を

定款又は寄附行為で定めた場合にあっては，その期間）前までに，各

理事及び各監事に対してその通知を発しなければならないとされた
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（法第４６条の７の２第１項において読み替えて準用する一般法人法

第９４条第１項）。

また，理事会は，理事及び監事の全員の同意があるときは，招集の

手続を経ることなく開催することができるとされた（法第４６条の７

の２第１項において読み替えて準用する一般法人法第９４条第２項）。

ウ 決議要件

理事会の決議は，議決に加わることができる理事の過半数（これを

上回る割合を定款又は寄附行為で定めた場合にあっては，その割合以

上）が出席し，その過半数（これを上回る割合を定款又は寄附行為で

定めた場合にあっては，その割合以上）をもって行うとされた（法第

４６条の７の２第１項において読み替えて準用する一般法人法第９５

条第１項）。

エ 議事録

理事会の議事については，理事会が開催された日時及び場所，議事

の経過の要領及びその結果等を内容とする議事録を作成しなければな

らないとされ，出席した理事（定款又は寄附行為で議事録に署名し，

又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長と

する旨の定めがある場合にあっては，当該理事長）及び監事は，これ

に署名し，又は記名押印しなければならないとされた（法第４６条の

７の２第１項において読み替えて準用する一般法人法第９５条第３

項，施行規則第３１条の５の４）。

オ 決議の省略

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合にお

いて，当該提案につき理事（当該事項について議決に加わることがで

きるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表

示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）

は，当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす旨を

定款又は寄附行為で定めることができるとされ（法第４６条の７の２

第１項において読み替えて準用する一般法人法第９６条），理事会の

決議があったものとみなされた場合には，決議があったものとみなさ

れた事項の内容等を内容とする議事録を作成しなければならないとさ

れた（施行規則第３１条の５の４第４項第１号）。
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第２ 定款及び寄附行為の変更に関する改正

１ 社団たる医療法人の定款の変更の手続

社団たる医療法人が定款を変更するには，社員総会の決議によらなけれ

ばならないとされた（法第５４条の９第１項）。

２ 財団たる医療法人の寄附行為の変更の手続

財団たる医療法人が寄附行為を変更するには，あらかじめ，評議員会の

意見を聴かなければならないこと（法第５４条の９第２項）については，

従前と同様である。

３ 定款又は寄附行為の変更の認可

定款又は寄附行為の変更（事務所の所在地（法第４４条第２項第４号）

及び公告の方法（同項第１２号）に係るものを除く。）は，都道府県知事

の認可を受けなければ，その効力を生じないこと（法第５４条の９第３項，

施行規則第３３条の２６）については，従前と同様である。

４ 定款又は寄附行為の変更に関する経過措置

(1) 施行日において現に存する医療法人は，改正法の一部の施行に伴い，

定款又は寄附行為の変更が必要となる場合には，施行日から起算して２

年以内に，当該変更の認可の申請をしなければならないとされた（改正

法附則第６条第１項）。

(2) 施行日において現に存する医療法人の定款又は寄附行為は，施行日か

ら起算して２年を経過する日（(1)の認可の申請をした医療法人につい

ては，当該申請に対する処分があった日）までは，法第４４条第２項第

７号（定款又は寄附行為による理事会に関する事項の定め。前記第１の

１(3)参照）の規定は，適用しないとされた（改正法附則第６条第２項）。

第３ 医療法人の合併に関する改正

１ 通則

医療法人は，他の医療法人と吸収合併又は新設合併をすることができる

ことについては，従前と同様であるが，この場合においては，合併をする

医療法人は，合併契約を締結しなければならないとされた（法第５７条）。

なお，財団たる医療法人は，寄附行為に合併をすることができる旨の定

めがある場合に限り，合併をすることができること（法第５８条の２第２

項，第５９条の２において準用する同項）については，従前と同様である。
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２ 吸収合併の手続

(1) 吸収合併契約

医療法人が吸収合併をする場合には，吸収合併契約において，次の事

項を定めなければならないとされた（法第５８条，施行規則第３５条）。

ア 吸収合併後存続する医療法人（以下「吸収合併存続医療法人」とい

う。）及び吸収合併により消滅する医療法人（以下「吸収合併消滅医

療法人」という。）の名称及び主たる事務所の所在地

イ 吸収合併存続医療法人の吸収合併後２年間の事業計画又はその要旨

ウ 吸収合併がその効力を生ずる日

(2) 吸収合併契約の同意

ア 社団たる医療法人

社団たる医療法人は，吸収合併契約について当該医療法人の総社員

の同意を得なければならないとされた（法第５８条の２第１項）。

イ 財団たる医療法人

財団たる医療法人は，吸収合併契約について理事の３分の２以上の

同意を得なければならないが，寄附行為に別段の定めがある場合は，

この限りでないとされた（法第５８条の２第３項）。

(3) 吸収合併の認可

吸収合併は，吸収合併存続医療法人の主たる事務所の所在地の都道府

県知事の認可を受けなければ，その効力を生じないとされた（法第５８

条の２第４項）。

(4) 債権者保護手続

医療法人は，(3)の認可の通知のあった日から２週間以内に，その債

権者に対し，異議があれば一定の期間（２月を下ることができない。）

内に述べるべき旨を公告し，かつ，判明している債権者に対しては，各

別にこれを催告しなければならないとされ（法第５８条の４第１項），

債権者が当該一定の期間内に吸収合併に対して異議を述べなかったとき

は，吸収合併を承認したものとみなされるが（同条第２項），債権者が

異議を述べたときは，吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがな

いときを除き，医療法人は，当該債権者に対し，弁済をし，若しくは相

当の担保を提供し，又はその債権者に弁済を受けさせることを目的とし

て信託会社等に相当の財産を信託しなければならないこと（同条第３項）
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については，従前と同様である。

(5) 吸収合併の効果

吸収合併存続医療法人は，吸収合併消滅医療法人の権利義務を承継す

ること（法第５８条の５）については，従前と同様である。

(6) 吸収合併の効力の発生

吸収合併は，吸収合併存続医療法人が，その主たる事務所の所在地に

おいて政令で定めるところにより合併の登記をすることによって，その

効力を生ずること（法第５８条の６）については，従前と同様である。

３ 新設合併の手続

(1) 新設合併契約

２以上の医療法人が新設合併をする場合には，新設合併契約において，

次の事項を定めなければならないとされた（法第５９条，施行規則第３

５条の４）。

ア 新設合併により消滅する医療法人（以下「新設合併消滅医療法人」

という。）の名称及び主たる事務所の所在地

イ 新設合併により設立する医療法人（以下「新設合併設立医療法人」

という。）の目的，名称及び主たる事務所の所在地

ウ 新設合併設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項

エ 新設合併設立医療法人の新設合併後２年間の事業計画又はその要旨

オ 新設合併がその効力を生ずる日

(2) 新設合併契約の同意

ア 社団たる医療法人

前記２(2)アと同様である（法第５９条の２において読み替えて準

用する法第５８条の２第１項）。

イ 財団たる医療法人

前記２(2)イと同様である（法第５９条の２において読み替えて準

用する法第５８条の２第３項）。

(3) 新設合併の認可

前記２(3)と同様である（法第５９条の２において読み替えて準用す

る法第５８条の２第４項）。

(4) 債権者保護手続

前記２(4)と同様である（法第５９条の２において準用する法第５８
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条の４）。

(5) 新設合併の効果

新設合併設立医療法人は，新設合併消滅医療法人の権利義務を承継す

ること（法第５９条の３）については，従前と同様である。

(6) 新設合併の効力の発生

新設合併は，新設合併設立医療法人が，その主たる事務所の所在地に

おいて政令で定めるところにより合併の登記をすることによって，その

効力を生ずること（法第５９条の４）については，従前と同様である。

４ 合併に関する経過措置

(1) 社団たる医療法人については，法第６章第８節第１款（第５７条から

第５９条の５まで。以下同じ。）の合併に関する規定は，施行日以後に

合併について医療法人の総社員の同意があった場合について適用し，施

行日前に合併について医療法人の総社員の同意があった場合について

は，なお従前の例によるとされた（改正法附則第７条第１項）。

(2) 財団たる医療法人については，法第６章第８節第１款の合併に関する

規定は，施行日以後に合併について理事の３分の２以上の同意（寄附行

為に別段の定めがある場合にあっては，その定めによる手続。以下同

じ。）があった場合について適用し，施行日前に合併について理事の３

分の２以上の同意があった場合については，なお従前の例によるとされ

た（改正法附則第７条第２項）。

第４ 医療法人の分割制度の新設

１ 通則

医療法人は，吸収分割をすることができ，この場合においては，当該医

療法人がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該医療法人

から承継する医療法人（以下「吸収分割承継医療法人」という。）との間

で，吸収分割契約を締結しなければならないとされた（法第６０条）。

また，１又は２以上の医療法人は，新設分割をすることができ，この場

合においては，新設分割計画を作成しなければならないとされた（法第６

１条）。

なお，財団たる医療法人は，寄附行為に分割をすることができる旨の定

めがある場合に限り，分割をすることができるとされた（法第６０条の３
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第２項，第６１条の３において準用する同項）。

２ 吸収分割の手続

(1) 吸収分割契約

医療法人が吸収分割をする場合には，吸収分割契約において，次の事

項を定めなければならないとされた（法第６０条の２，施行規則第３５

条の７）。

ア 吸収分割をする医療法人（以下「吸収分割医療法人」という。）及

び吸収分割承継医療法人の名称及び主たる事務所の所在地

イ 吸収分割承継医療法人が吸収分割により吸収分割医療法人から承継

する資産，債務，雇用契約その他の権利義務に関する事項

ウ 吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の吸収分割後２年間の

事業計画又はその要旨

エ 吸収分割がその効力を生ずる日

(2) 吸収分割契約の同意

ア 社団たる医療法人

社団たる医療法人は，吸収分割契約について当該医療法人の総社員

の同意を得なければならないとされた（法第６０条の３第１項）。

イ 財団たる医療法人

財団たる医療法人は，吸収分割契約について理事の３分の２以上の

同意を得なければならないが，寄附行為に別段の定めがある場合は，

この限りでないとされた（法第６０条の３第３項）。

(3) 吸収分割の認可

吸収分割は，吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の主たる事

務所の所在地の全ての都道府県知事の認可を受けなければ，その効力を

生じないとされた（法第６０条の３第４項）。

(4) 債権者保護手続

医療法人は，(3)の認可の通知のあった日から２週間以内に，その債

権者に対し，異議があれば一定の期間（２月を下ることができない。）

内に述べるべき旨を公告し，かつ，判明している債権者に対しては，各

別にこれを催告しなければならないとされ（法第６０条の５第１項），

債権者が当該一定の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかったとき

は，吸収分割を承認したものとみなされるが（同条第２項），債権者が
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異議を述べたときは，吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがな

いときを除き，医療法人は，当該債権者に対し，弁済をし，若しくは相

当の担保を提供し，又はその債権者に弁済を受けさせることを目的とし

て信託会社等に相当の財産を信託しなければならないとされた（同条第

３項）。

(5) 吸収分割の効果

吸収分割承継医療法人は，吸収分割契約の定めに従い，吸収分割医療

法人の権利義務を承継するとされた（法第６０条の６第１項）。

(6) 吸収分割の効力の発生

吸収分割は，吸収分割承継医療法人が，その主たる事務所の所在地に

おいて政令で定めるところにより分割の登記をすることによって，その

効力を生ずるとされた（法第６０条の７）。

３ 新設分割の手続

(1) 新設分割計画

１又は２以上の医療法人が新設分割をする場合には，新設分割計画に

おいて，次の事項を定めなければならないとされた（法第６１条の２，

施行規則第３５条の１０）。

ア 新設分割により設立する医療法人（以下「新設分割設立医療法人」

という。）の目的，名称及び主たる事務所の所在地

イ 新設分割設立医療法人の定款又は寄附行為で定める事項

ウ 新設分割設立医療法人が新設分割により新設分割をする医療法人

（以下「新設分割医療法人」という。）から承継する資産，債務，雇

用契約その他の権利義務に関する事項

エ 新設分割医療法人及び新設分割設立医療法人の新設分割後２年間の

事業計画又はその要旨

オ 新設分割がその効力を生ずる日

(2) 新設分割計画の同意

ア 社団たる医療法人

前記２(2)アと同様である（法第６１条の３において読み替えて準

用する法第６０条の３第１項）。

イ 財団たる医療法人

前記２(2)イと同様である（法第６１条の３において読み替えて準
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用する法第６０条の３第３項）。

(3) 新設分割の認可

前記２(3)と同様である（法第６１条の３において読み替えて準用す

る法第６０条の３第４項）。

(4) 債権者保護手続

前記２(4)と同様である（法第６１条の３において準用する法第６０

条の５）。

(5) 新設分割の効果

新設分割設立医療法人は，新設分割計画の定めに従い，新設分割医療

法人の権利義務を承継するとされた（法第６１条の４第１項）。

(6) 新設分割の効力の発生

新設分割は，新設分割設立医療法人が，その主たる事務所の所在地に

おいて政令で定めるところにより分割の登記をすることによって，その

効力を生ずるとされた（法第６１条の５）。

第５ 医療法人の登記

１ 設立の登記

(1) 登記すべき事項

医療法人の設立において登記すべき事項については，従前と同様であ

る（組登令第２条第２項，別表医療法人の項）。

(2) 添付書面

医療法人の設立の登記の申請書の添付書面については，従前と同様で

ある（組登令第１６条第２項，第３項，第２５条において準用する商登

法第１８条，第１９条及び第４８条）。

２ 理事長の変更の登記

(1) 添付書面

医療法人の理事長の変更の登記の申請書には，登記事項の変更を証す

る書面（組登令第１７条第１項）として，次の書面を添付しなければな

らない。

ア 理事長の退任を証する書面

理事長の退任の事由に応じて，理事会又は社員総会若しくは評議員

会の議事録，辞任届等の書面が該当する。
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イ 理事長の就任を証する書面

理事長が理事に選任された社員総会又は評議員会の議事録，理事の

就任を承諾したことを証する書面，理事長を選出した理事会の議事録

及び理事長の就任を承諾したことを証する書面が該当する。

また，理事長を選出した理事会に出席した理事（定款又は寄附行為

で議事録に署名し，又は記名押印しなければならない者を当該理事会

に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあっては，当該理事長）

及び監事が当該理事会の議事録に押印した印鑑につき市町村長の作成

した印鑑証明書を添付しなければならない（各種法人等登記規則（昭

和３９年法務省令第４６号。以下「法登規」という。）第５条におい

て準用する商業登記規則（昭和３９年法務省令第２３号。以下「商登

規」という。）第６１条第４項）。

なお，理事長の就任（重任を含む。）による変更を証する書面の一

部として，理事長が医師又は歯科医師であることを証する書面若しく

は法第４６条の６第１項ただし書の認可を受けた医療法人について都

道府県知事の認可書又は法第４６条の５第１項ただし書の認可を受け

て１人の理事を置く医療法人について都道府県知事の認可書を添付し

なければならないこと（平成１５年４月２２日付け法務省民商第１２

２３号当職通知参照）は，従前と同様である。

おって，法において，理事及び理事長の選任機関に関する規定が置

かれたため（前記第１の４(2)及び第１の６(1)参照），理事長の就任

による変更を証する書面の一部として，理事又は理事長の選任機関を

証するための定款又は寄附行為については，添付することを要しない。

ただし，定款若しくは寄附行為で理事会の議事録に署名し，若しく

は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とす

る旨の定めがある場合（前記第１の６(2)エ参照），定款若しくは寄

附行為の定めによる理事会の決議の省略（前記第１の６(2)オ参照）

により理事長を選出若しくは解職した場合，又は定款で社員総会の定

足数，決議要件に別段の定めがある場合（前記第１の２(3)参照）に

は，これらの定めを証するため，定款又は寄附行為をも添付しなけれ

ばならない（法登規第５条において準用する商登規第６１条第１項）。

(2) 経過措置
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ア 役員の選任に関する経過措置

法第４６条の５第２項（社団たる医療法人の役員の選任。前記第１

の４(2)ア参照）及び第３項（財団たる医療法人の役員の選任。前記

第１の４(2)イ参照）の規定は，施行日以後に行われる医療法人の役

員の選任について適用するとされた（改正法附則第２条）。

したがって，施行日前に理事長が理事に選任された場合には，前記

(1)イの書面として，理事の選任機関を証するための定款又は寄附行

為をも添付しなければならない。

イ 役員の任期に関する経過措置

施行日において現に医療法人の役員である者の任期については，な

お従前の例によるとされた（改正法附則第３条）。

３ 合併の登記

医療法人の合併の登記の手続については，従前と同様である（組登令第

８条，第１１条，第１３条，第１６条，第１７条第１項，第２０条，第２

１条，第２５条において準用する商登法第１８条，第１９条，第７９条，

第８２条及び第８３条）。

４ 分割の登記

医療法人が分割をするときは，分割の認可その他分割に必要な手続が終

了した日から２週間以内に，その主たる事務所の所在地において，吸収分

割医療法人又は新設分割医療法人及び吸収分割承継医療法人については変

更の登記をし，新設分割設立医療法人については設立の登記をしなければ

ならないとされ（組登令第８条の２），新設分割設立医療法人が新設分割

に際して従たる事務所を設けた場合には，分割の認可その他分割に必要な

手続が終了した日から３週間以内に，当該従たる事務所の所在地における

登記をしなければならないとされた（組登令第１１条第１項第３号）。

なお，吸収分割医療法人，吸収分割承継医療法人又は新設分割医療法人

についての従たる事務所における変更の登記は，分割の認可その他分割に

必要な手続が終了した日から３週間以内に，従たる事務所の所在地におい

てしなければならないとされたが，当該変更の登記は，組登令第１１条第

２項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り，するものとされた（組

登令第１３条）。

(1) 吸収分割の登記
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ア 登記すべき事項

吸収分割承継医療法人がする吸収分割による変更の登記において

は，吸収分割をした旨並びに吸収分割医療法人の名称及び主たる事務

所をも登記しなければならず，吸収分割医療法人がする吸収分割によ

る変更の登記においては，吸収分割をした旨並びに吸収分割承継医療

法人の名称及び主たる事務所をも登記しなければならないとされた

（組登令第２５条において準用する商登法第８４条）。

イ 登記の申請

主たる事務所の所在地における吸収分割医療法人がする吸収分割に

よる変更の登記の申請は，当該登記所の管轄区域内に吸収分割承継医

療法人の主たる事務所がないときは，その主たる事務所の所在地を管

轄する登記所を経由してしなければならず，当該変更の登記の申請と，

吸収分割承継医療法人がする吸収分割による変更の登記の申請とは，

同時にしなければならないとされた（組登令第２５条において準用す

る商登法第８７条第１項及び第２項）。

ウ 添付書面

(ｱ) 吸収分割承継医療法人がする吸収分割による変更の登記

吸収分割承継医療法人がする吸収分割による変更の登記の申請書

には，次の書面を添付しなければならないとされた（組登令第２１

条の２）。

ａ 吸収分割医療法人の登記事項証明書（同条第１項）

ｂ 債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告

をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは，当該債権者

に対し弁済し，若しくは相当の担保を提供し，若しくは当該債権

者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこ

と又は分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証す

る書面（以下「債権者保護手続関係書面」という。）（同条第２

項）

ｃ 都道府県知事の認可書又はその認証がある謄本（組登令第２５

条において準用する商登法第１９条）

なお，吸収分割により，吸収分割承継医療法人の資産の総額に変

更が生じ，その変更の登記をも申請する場合には，資産の総額の変
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更を証する書面を添付しなければならない（組登令第１７条第１

項）。

(ｲ) 吸収分割医療法人がする吸収分割による変更の登記

吸収分割医療法人がする吸収分割による変更の登記の申請書に

は，登記所において作成した吸収分割医療法人の理事長の印鑑証明

書を添付しなければならないとされ，この場合においては，商登法

第１８条の書面を除き，他の書面の添付を要しないとされた（組登

令第２５条において準用する商登法第８７条第３項）。

なお，吸収分割により，吸収分割医療法人の資産の総額に変更が

生じ，その変更の登記をも申請する場合には，資産の総額の変更を

証する書面を添付しなければならない（組登令第１７条第１項）。

エ 登記の審査

吸収分割承継医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に

おいては，吸収分割医療法人がする吸収分割による変更の登記の申請

及び吸収分割承継医療法人がする吸収分割による変更の登記の申請の

いずれかにつき商登法第２４条各号（第１６号を除く。）のいずれか

に掲げる事由があるときは，これらの申請を共に却下しなければなら

ないとされ，組登令第２５条において準用する商登法第８７条第１項

の場合において，吸収分割による変更の登記をしたときは，遅滞なく，

その登記の日を吸収分割医療法人がする吸収分割による変更の登記の

申請書に記載し，これを吸収分割医療法人の主たる事務所の所在地を

管轄する登記所に送付しなければならないとされた（組登令第２５条

において準用する商登法第８８条）。

オ 登記の記録

医療法人の吸収分割に係る登記の記録は，別紙記録例１による。

(2) 新設分割の登記

ア 登記すべき事項

新設分割による設立の登記においては，新設分割をした旨並びに新

設分割医療法人の名称及び主たる事務所をも登記しなければならず，

新設分割医療法人がする新設分割による変更の登記においては，新設

分割をした旨並びに新設分割設立医療法人の名称及び主たる事務所を

も登記しなければならないとされた（組登令第２５条において準用す
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る商登法第８４条）。

イ 登記の申請

主たる事務所の所在地における新設分割医療法人がする新設分割に

よる変更の登記の申請は，当該登記所の管轄区域内に新設分割設立医

療法人の主たる事務所がないときは，その主たる事務所の所在地を管

轄する登記所を経由してしなければならず，当該変更の登記の申請と，

新設分割による設立の登記の申請とは，同時にしなければならないと

された（組登令第２５条において準用する商登法第８７条第１項及び

第２項）。

ウ 添付書面

(ｱ) 新設分割による設立の登記

新設分割による設立の登記の申請書には，組登令第１６条第２項

及び第３項並びに第２１条の２各号に掲げる書面を添付しなければ

ならないとされた（組登令第２１条の３）。

具体的な添付書面は，次のとおりである。

ａ 定款又は寄附行為（組登令第１６条第２項）

ｂ 代表権を有する者の資格を証する書面（同項）

ｃ 別表に掲げる事項を証する書面（同条第３項）

ｄ 新設分割医療法人の登記事項証明書（組登令第２１条の２第１

号）

ｅ 債権者保護手続関係書面（同条第２号）

ｆ 都道府県知事の認可書又はその認証がある謄本（組登令第２５

条において準用する商登法第１９条）

(ｲ) 新設分割医療法人がする新設分割による変更の登記

新設分割医療法人がする新設分割による変更の登記の申請書に

は，登記所において作成した新設分割医療法人の理事長の印鑑証明

書を添付しなければならないとされ，この場合においては，商登法

第１８条の書面を除き，他の書面の添付を要しないとされた（組登

令第２５条において準用する商登法第８７条第３項）。

なお，新設分割により，新設分割医療法人の資産の総額に変更が

生じ，その変更の登記をも申請する場合には，資産の総額の変更を

証する書面を添付しなければならない（組登令第１７条第１項）。
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エ 登記の審査

新設分割設立医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に

おいては，新設分割医療法人がする新設分割による変更の登記の申請

及び新設分割による設立の登記の申請のいずれかにつき商登法第２４

条各号（第１６号を除く。）のいずれかに掲げる事由があるときは，

これらの申請を共に却下しなければならないとされ，組登令第２５条

において準用する商登法第８７条第１項の場合において，新設分割に

よる設立の登記をしたときは，遅滞なく，その登記の日を新設分割医

療法人がする新設分割による変更の登記の申請書に記載し，これを新

設分割医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に送付しな

ければならないとされた（組登令第２５条において準用する商登法第

８８条）。

オ 登記の記録

医療法人の新設分割に係る登記の記録は，別紙記録例２による。

５ 農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）の規定に基づく新設分割

の登記について

医療法人の分割制度が新設されたことに伴い，組登令に分割の登記につ

いての一般規定が置かれ（組登令第８条の２，第２１条の２，第２１条の

３及び第２５条），農業協同組合法の規定に基づく新設分割の登記につい

ての特則（旧組登令第２６条第３項及び第４項）は全部改正されたが，同

法の規定に基づく新設分割の登記に関する取扱い（平成２８年３月８日付

け法務省民商第３１号当職通知第１の６(4)参照）については，従前と同

様である。


